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監視機器及び測定機器の管理における測定機器が要求事項に適合して 

いないことが判明した場合の測定結果の妥当性の評価について（指導） 

 

 

平成３０年度第１回保安検査において、監視機器及び測定機器の管理の実施状況を

確認したところ、「青森研究開発センター原子炉施設品質保証計画書」の７．６（３）

⑤「測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には、その測定機器で

それまでに測定した結果の妥当性を評価して記録する。」の要求事項に対して不十分

であることが確認されました。 

本件は、ＧＭ管式サーベイメータ（ＧＭ－４）の故障において、それまでに測定し

た結果の妥当性評価として、平成２９年１１月９日の施設定期自主検査以降、週１回

の点検により、１２月２６日までの間は当該サーベイメータの測定値の正当性が保証

された状態に維持されていたこと、１２月２６日から故障を確認した１２月２８日ま

では測定に使用していなかったことから、故障までに測定した結果に影響はなかった

と評価しているものの、その評価結果が記録されていなかったものであり、下記のと

おり対応を求めます。 

 

 

記 

 

 測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合において、その測定機

器でそれまでに測定した結果の妥当性の評価を記録するように改善を図ること。 


